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大
震
災
を
踏
ま
え
た
防
災
計
画
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
三
十
一
日
、
中
央
防
災
会
議
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
を
教
訓
と
し
た
地
震
・
津
波
対
策
に
関
す
る
専
門
調
査

会
」
中
間
報
告
を
踏
ま
え
、
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
が
想
定
す
べ
き
最
大
級
の
震
度
と
津
波
の
高
さ

（
満
潮
時
）
を
公
表
し
、
そ
の
死
者
数
や
全
壊
棟
数
な
ど
の
想
定
は
六
月
頃
、
経
済
被
害
な
ど
を
秋
頃
に
発
表
、
来
春
に
は
対

策
大
綱
を
纏
め
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
地
震
に
伴
う
土
砂
災
害
や
津
波
災
害
を
含
む
「
避
難
勧
告
等
に
係
る
具
体
的
な
発
令
基
準
の
策
定
状
況
」
（
平
成
二

十
三
年
十
一
月
一
日
現
在
）
を
総
務
省
消
防
庁
が
本
年
一
月
三
十
一
日
に
公
表
し
て
お
り
、
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
津
波
災
害

発
生
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
等
の
具
体
的
な
発
令
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
策
定
済
」
が
六
十
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
点
検
に
よ

る
「
見
直
し
中
」
の
市
区
町
村
と
合
わ
せ
る
と
七
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
前
回
の
調
査
結
果
に
比
べ
八
・
四

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
先
の
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
が
公
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害

が
予
想
さ
れ
る
地
域
で
は
、
今
後
、
可
及
的
速
や
か
に
防
災
計
画
の
見
直
し
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
こ
れ
ま
で

以
上
に
、
各
自
治
体
に
お
け
る
財
政
面
を
含
め
た
防
災
対
策
を
強
力
に
支
援
し
、
強
靭
な
国
土
づ
く
り
を
果
た
す
責
任
を
背

負
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

一



従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
時
点
の
全
国
の
市
区
町
村
に
お
け
る
「
避
難
勧
告
等
に
係
る
具
体
的
な
発
令
基
準
の
策

定
状
況
」
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
今
回
調
査
時
点
で
策
定
中
の
市
区
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
水
害
、
土
砂
災
害
、
高
潮
災
害
、
津
波
災
害
発
生
時
い
ず
れ
に
お
い
て
も
未
着
手
の
市
区
町
村
が
散
見
さ
れ
る
が
、

国
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

一
及
び
二
に
関
連
し
、
今
回
の
津
波
災
害
発
生
時
に
お
け
る
調
査
結
果
は
、
前
回
の
調
査
結
果
に
比
べ
八
・
四
ポ
イ
ン
ト

増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
先
の
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
が
公
表
し
た
こ
と
に
よ
る
市
区
町
村
へ
の
影

響
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

一
〜
三
に
関
連
し
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
、
全
国
の
自
治
体
に
お
い
て
、
避
難
勧
告
基
準
の
策
定
百
パ
ー
セ
ン
ト

を
達
成
し
、
万
全
の
態
勢
が
整
っ
て
い
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
今
後
国
と
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
、
野
田
内
閣
の

見
解
如
何
。

五

四
に
関
連
し
、
避
難
勧
告
基
準
が
ほ
ぼ
策
定
完
了
と
な
り
う
る
具
体
的
な
年
次
を
予
め
定
め
、
国
と
し
て
自
治
体
に
対
し

二



て
の
通
知
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
財
政
面
を
は
じ
め
と
す
る
一
層
の
支
援
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の

見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


